
川崎市学校運営協議会規則について 

１．制度の趣旨及び概要 

 学校運営協議会は、保護者や地域住民の意見を学校運営に反映し、地域とともにある学校づくりを

実現する仕組みである。

○平成 16年 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下、地教行法）の改正で制度化

○平成 18年 川崎市学校運営協議会規則を施行
・現在 10校が、学校運営協議会制度を導入

○平成 29年 改正地教行法を施行
［背景］

・学校が抱える課題（児童生徒の状況に応じ

たきめ細かい学習支援、生徒指導の課題へ

の対応、学校安全の確保など）が複雑化・

困難化

・学習指導要領の改訂の柱である「社会に開か

れた教育課程」、学校運営支援体制の充実をめざす「チーム学校」等、学校と地域の連携・協働

の重要性が増している。

組織的・継続的な連携を可能とする協議会の更なる活動の充実と設置の促進を図るため、

学校の運営支援の充実に資する内容等の必要な見直しを行い、地教行法を改正

２．平成２９年地教行法第４７条の６の主な改正事項 

（１）学校運営協議会の設置を努力義務化 

（２）複数学校について一体となって協議を行う協議会の設置が可能 

（３）学校への必要な支援を協議に追加、学校運営に資する活動を行う者を追加、 

情報の提供の促進 

（４）委員の任命に関する校長の意見具申を規定 

（５）職員の任用に関する意見の柔軟化 

（６）適正な運営確保のための措置 

３．川崎市学校運営協議会規則の主な改正事項 

（１）上記２の地教行法改正に対応する項目

（２）学校運営協議会委員の任期の変更［ ３年 → １年 ］

導入年度 「学校運営協議会制度」導入校

平成１８年度 川中島小学校

東小田小学校

南河原小学校

土橋小学校

平成２０年度 上丸子小学校

金程小学校

東橘中学校

中野島中学校

平成２７年度 苅宿小学校 稲田中学校
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４．スケジュール 

時 期 内  容

平成 31年
２月上旬まで

・現導入校１０校を訪問し、新規則及びその趣旨の説明、４月から新規則・

要綱に沿った学校運営協議会への移行についての説明

・新規に設置しようとしている学校を訪問して制度を説明及び学校運営協

議会設置準備委員会等の支援

平成 31年２月８日の
教育委員会で裁決後

・川崎市学校運営協議会規則を公布・施行

平成 31年
２月 13日

・コミュニティ・スクール・フォーラムにおいて、全市立学校を対象に新

規則に基づく学校運営協議会について説明

平成 31年
３月上旬

・学校運営協議会の設置申請届（新規設置分）と委員名簿を受領

平成 31年
３月下旬

・学校運営協議会の新規設置及び学校運営協議会委員の任命について、

教育委員会で審議
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平成３０年度 学校運営協議会設置校（コミュニティ・スクール）

区 設置指定校 現在の指定期間 初回指定

川崎区

川中島小学校 H28.4.1～H31.3.31 H18年度

東小田小学校 H28.4.1～H31.3.31 H18年度

幸 区 南河原小学校 H28.4.1～H31.3.31 H18年度

中原区

上丸子小学校 H28.4.1～H31.3.31 H20年度

苅宿小学校 H30.4.1～H33.3.31 H27年度

高津区 東橘中学校 H28.4.1～H31.3.31 H20年度

宮前区 土橋小学校 H28.4.1～H31.3.31 H18年度

多摩区

中野島中学校 H28.4.1～H31.3.31 H20年度

稲田中学校 H30.4.1～H33.3.31 H27年度

麻生区 金程小学校 H28.4.1～H31.3.31 H20年度

（各学校とも委員数は１６名以下で、保護者、地域関係者、学校関係者、学識経験者が主体）
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＜【表】平成２９年度地教行法４７条の６の主な改正事項 ＞ 

改正事項 
改正後 

（Ｈ２９～） 

改正 

地教行法

改正前 

(Ｈ１６～) 

改正前 

地教行法

(1)学校運営協議会の

設置を努力義務化 

・教育委員会に対して、協議会の設置の努力義務を

課すこと
第１項

・教育委員会が、協議会を任意に

設置

第１項

(2)複数校で一つの協

議会が設置可能 

・二以上の学校に関し相互に密接な連携を図る必要

がある場合には、二以上の学校について一の協議

会を置くことが可能

第１項

・学校ごとに協議会を設置

第１項

(3)学校への必要な支

援を協議に追加 

学校運営に資する活

動を行う者を追加 

情報の提供の促進 

・学校運営への必要な支援に関する協議を追加 第１項 ・学校運営に関して協議 第１項

・委員に地域学校協働活動推進委員(※社教法に規
定)等の学校運営に資する活動を行う者を追加

第２項
・委員は地域住民や保護者は必 

 置
第２項

・地域住民等の理解と連携及び協力の推進のため、

協議会は協議の結果に関する情報を地域住民等

に提供するよう努めること

第５項 （新設）

(4)委員の任命に関す

る校長の意見具申 

・校長は、委員の任命に関する意見を申し出ること

が可能
第３項 （新設）

(5)職員の任用に関す

る意見の柔軟化 

・教職員の採用・任用に関する意見に関して、教育

委員会規則で意見の範囲を定めることが可能
第７項

・意見の範囲の定めなし
第５項

(6)適正な運営確保の

ための措置 

・教育委員会は、協議会の適正な運営を確保するた

めに必要な措置を講じなければならない。
第９項

・指定の取り消し
第７項
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＜【図】平成２９年地教行法第４７条の６の主な改正事項 ＞ 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（第 47 条の 6）新旧対照表

(1)学校運営協議会の設置を努力義務化 

(2)複数校で一つの協議会が設置可能

(3)学校への必要な支援を協議に追加、学校運営に 

資する活動を行う者を追加、情報の提供の促進

(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(5)

適正な運営確保のた

めの措置 
(6)

(4)

(4)委員の任命に関する校長の意見具申 

(5)職員の任用に関する意見の柔軟化

(6)適正な運営確保のための措置
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